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生きるを支える 

 

 

コロナ禍も、ようやく３年間のトンネルを抜けた気配があり、図書館の

利用状況もほぼ感染拡大前（令和元年度）に戻ってきています。 

 令和 4 年度の一人当たりの貸出冊数は、7.04 冊（令和元年度 7.08 冊）。

市民の新規利用登録者数は３年間で 2,213 人の増加（期間中の人口減

400 人）。蔵書数・予約件数は、感染拡大とは関わりなく着実に増加して

います。唯一、視聴覚資料の利用が元に戻っておりませんが、高齢者の利

用が多かったことや、民間配信事業の普及など、他の要因の分析が必要と

思います。 

 以上のように、図書館サービスの面においては、ひとまず安堵して良い

状態と思われ、いつも通り利用していただけることの喜びを感じつつ、令

和 4 年度の図書館活動の概要を報告させていただきます。 

 疫病、地震、猛暑、大雨、大雪などの自然災害、戦争、犯罪、事故など

の人災、さまざまな危機が続く時代は、私たち人間に生きる意味を強く問

い直させる時代でもあります。 

 今後も、今まで以上に北広島市民の「生きるを支える」図書館でありた

いと願っております。変わらぬご理解、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

  

 

令和５年４月１日 

              北広島市図書館長 新谷 良文 
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１．北広島市図書館の道のり 
和 暦 西   暦 事      項 

49 １９７４年  ６月 中央公民館図書室設置 

50 １９７５年  １月 農民研修センターに図書室設置 

51 １９７６年  ６月 社会教育活動車「かえで号」に図書が積まれ、運行スタート 

 １９７６年 １２月 西の里公民館に図書室設置 

54 １９７９年 １２月 大曲会館に図書室設置 

55 １９８０年  ７月 「広島町家庭文庫の会」（現きたひろしま文庫の会）が発足 

 １９８０年  ９月 北広島団地住民センターに図書室設置 

 １９８０年 １１月 「第１回読書まつり」が中央公民館で開催される 

63 １９８８年 １２月 移動図書館車「あおぞら号」の運行スタート 

平成元 １９８９年  １月 総合体育館に「総体文庫」設置 

 １９８９年 １１月 「第１回住民センターおはなし子どものつどい」が開催される 

３ １９９１年  ４月 文化施設建設準備室設置 

６ １９９４年  ２月 「第１回ワッツおはなしまつり」が開催される 

７ １９９５年  ２月 文化施設建設基本設計完了 

８ １９９６年  ３月 文化施設建設実施設計完了 

 １９９６年  ７月 図書館・芸術文化ホール建設着工 

９ １９９７年  ８月 「第１回大曲おはなしフェスティバル」が開催される 

10 １９９８年 １０月 図書館・芸術文化ホール同時オープン・図書館フィールドネット誕生 

 １９９８年 １１月 図書館入館者  ５万人 

11 １９９９年  １月      〃     １０万人 

 １９９９年  ８月      〃     ３０万人 

12 ２０００年  ４月 
     〃     ５０万人 

ホームページによる蔵書検索サービス開始 

13 ２００１年  １月 総体文庫廃止 

 ２００１年  ２月 貸出冊数  １００万冊 

 ２００１年 １１月 図書館入館者  １００万人 

14 ２００２年  ４月 児童図書学校巡回事業「平成本プロジェクト（豆次郎）」開始 

 ２００２年  ５月 中央公民館図書室閉室 

15 ２００３年 １０月 図書館オープン５周年を迎える 

  ２００３年 １２月 携帯電話による蔵書検索サービス開始 

  16 ２００４年  ４月 西の里公民館図書室を拡張し、２倍の広さになる 

17 

 

18 

 

19 

 

２００５年  ３月 

２００６年  ２月 

２００６年  ４月 

２００６年  ５月 

２００７年  ２月 

２００７年  ４月 

(株)熊さんより寄贈の移動図書館車「くまさん号」が運行スタート 貸出冊数 ３００万冊 

西部小分室オープン 

大曲分館オープン・「北広島市子どもの読書活動推進計画」策定 

学校図書センターを設置 

貸出冊数 ４００万冊 

窓口等業務委託開始（委託先：㈱図書館流通センター） 

20 ２００８年 １０月 

２００８年 １２月 

図書館オープン１０周年を迎える 

貸出冊数 ５００万冊 

21 

22 

２００９年  ４月 

２０１０年  ４月 

インターネットによるｗｅｂ予約サービス開始 

北広島市地域交流センター条例･同規則を北広島市図書館条例･同規則に改正  

24 

 

25 

26 

28 

30 

 

２０１２年  ３月 

２０１２年  ９月 

２０１３年 １０月 

２０１４年  ９月 

２０１６年 １０月 

２０１８年  ６月 

 ９月 

      １０月 

「北広島市子どもの読書活動推進計画（第２次）」策定 

高齢者等図書宅配サービス「夕やけ便」開始 ＣＤ貸出サービス実施 

図書館 15 周年を迎え、ｗｅｂ予約受付拡大 

システム更新に伴い、フェリカによる貸出開始・館内 WiFi 設置 

図書館入館者  ５００万人  

「地域まるごと読書支援モデル事業」でまちなか司書配置 

胆振東部地震により、６～９日まで臨時休館 

図書館オープン２０周年を迎える 

令和２ ２０２０年  ２月 

４月～５月 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、2 月 29 日～3 月 31 日まで臨時休館 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、4 月 16 日～5 月 24 日まで臨時休館 

令和３ ２０２１年  ３月 

５～６月 

９月 

 

「北広島市子どもの読書活動推進計画（第３次）」策定 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、5 月 18 日～6 月 20 日、9 月 1 日～9 月

30 日まで臨時休館 
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２．条例及び条例施行規則 

 

北広島市図書館条例 

（目的） 

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）第１０条の規定に基 

づき、北広島市図書館（以下「図書館」という。）を設置する。  

（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 北広島市図書館 

位置 北広島市中央６丁目２－１ 

（開館時間等） 

第３条 図書館の開館時間及び休館日は、規則で定める。 

（事業） 

第４条 図書館は、次に掲げる事業を行う。 

（１） 図書、記録、郷土資料、視聴覚資料その他必要な資料（以下これらを「資料」  

   という。）の収集、整理、保存及び利用に関すること。 

（２） 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示等に関すること。 

（３） 視聴覚機器の活用に関すること。 

（４） 第７条に定める分館への配本及び移動図書館車の巡回に関すること。 

（５） 読書情報の提供に関すること。 

（６） その他図書館の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

（損害賠償） 

第５条 図書館の施設、附属設備又は資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償 

しなければならない。ただし、教育委員会がその損害を賠償することが適当でないと認

めるときは、この限りでない。 

（入館の制限） 

第６条 教育委員会は、図書館の入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を 

拒み、又は退館を命ずることができる。 

（１） 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。 

（２） その他図書館の管理運営上支障があるとき。 

（分館） 

第７条 図書館に、資料の貸出等を行う施設として、次の分館を置く。 

名 称 位 置 

北広島市図書館大曲分館 北広島市大曲３７０番地２ 

北広島市図書館住民センター図書室 北広島市泉町１丁目１番地 

北広島市図書館西の里公民館図書室 北広島市西の里南１丁目２番地４ 

北広島市図書館西部小分室 北広島市輪厚５０８番地３ 

２ 第３条、第５条及び前条の規定は、分館について準用する。 

（北広島市図書館協議会） 

第８条 法第１４条第１項の規定に基づき、図書館に北広島市図書館協議会（以下「協議 

会」という。）を置く。 

（協議会の組織） 

第９条 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のなかから教育委員会が委嘱する。 

（１） 学校教育関係者 

（２） 社会教育関係者 
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（３） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（４） 学識経験者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（協議会の会長及び副会長） 

第１０条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職 

務を代理する。 

（協議会の議事） 

第１１条 協議会は、会長が召集する。 

２ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

３ 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（協議会の会議の特例） 

第１２条 会長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得な 

い理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、協議会

の会議に代えることができる。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合におい 

て、同条第３項及び第４項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。 

（協議会の庶務） 

第１３条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

（協議会の運営事項） 

第１４条 第８条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、 

会長が協議会に諮って定める。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。 

 

附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成１０年規則第６号で、平成１０年４月１日から施行） 

附 則（平成１２年条例第１号） 

 この条例は、平成１２年３月４日から施行する。 

附 則（平成２２年条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている北広島市地域交流センター協議会（以下「既

設協議会」という。）の委員の職にある者は、この条例の規定に基づき設置された北広島市

図書館協議会の委員とみなし、その任期は、既設協議会の委員となった日から起算する。 

  附則（平成２４年条例第１７号） 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附則（令和２年条例第２７号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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北広島市図書館条例施行規則 

  平成１０年３月３０日 
                                                 教委規則第１２号 
 
（趣旨） 
第１条 この規則は、北広島市図書館条例（平成９年北広島市条例第２３号。以下「条例」 
という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 
（開館時間） 
第２条 北広島市図書館（以下「図書館」という。）及び条例第７条に定める分館（以下「分 
館」という。）の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認
めるときは、これを変更することができる。 

区分 開館時間 

図書館 
北広島市図書館大曲分館 

火曜日、水曜日及び木曜日 午前９時３０分から 
午後８時まで 

日曜日、金曜日、土曜日及び国民の祝日 
に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日（以下「休日」とい
う。） 

午前９時３０分から 
午後６時まで 

北広島市図書館住民セン
ター図書室 
北広島市図書館西の里公
民館図書室 
北広島市図書館西部小分
室 

午前９時３０分から午後６時まで 

 
（休館日） 
第３条 図書館及び分館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があ
ると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。 
(１) 次に掲げる図書館及び分館の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日 
ア 図書館及び北広島市図書館西部小分室 次に掲げる日 
（ア）月曜日（その日が休日に当たるときを除く。） 
（イ）１２月２９日から翌年１月３日まで 
イ 北広島市図書館大曲分館 北広島市ふれあい学習センター条例（平成１７年北広
島市条例第２８号）に規定する北広島市ふれあい学習センターの休館日 

ウ 北広島市図書館住民センター図書室 北広島市地区住民センター条例（昭和５５
年広島町条例第１９号）に規定する北広島団地住民センターの休館日 

エ 北広島市図書館西の里公民館図書室 北広島市公民館条例（平成１０年北広島市
条例第４号）に規定する北広島市西の里公民館の休館日 

(２) 図書整理日（月の最終金曜日（その日が前号に掲げる日に当たるときは、その日の
前において、その日に最も近い金曜日）をいう。） 

(３) 図書特別整理期間（８月において７日を超えない範囲内で教育委員会が定める期間
をいう。）に当たる日 

 
（資料の閲覧） 
第４条 図書館内又は分館内で資料（条例第４条第１号に規定する資料をいう。以下同じ。） 
を利用しようとする者は、所定の場所において閲覧することができる。 

２ 特別に保管する資料を利用しようとする者は、あらかじめ職員に申し出なければなら
ない。 
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（個人貸出） 
第５条 資料の個人への貸出し（以下「個人貸出」という。）を受けることができる者は、
第３項の規定による登録を受けた者とする。 

２ 個人貸出の登録を受けようとする者は、身元を証明する書類（以下「証明書類」とい
う。）を提示して、個人貸出登録申込書（別記第１号様式）を教育委員会に提出しなけれ
ばならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、証明書類の提示を要しない。 

３ 教育委員会は、前項の規定による個人貸出登録申込書が提出されたときは、必要な事
項を審査し、適当と認めるときはこれを登録し、利用者カード（別記第２号様式。以下
「カード」という。）を交付するものとする。 

４ 個人貸出の登録を受けた者は、カードを紛失し、若しくは損傷したとき、又は記載事
項に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。 

５ カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 
６ 個人貸出を受けようとする者は、職員にカードを提示しなければならない。 
 
（郵送貸出及び宅配貸出） 
第６条 次の各号のいずれにも該当する者は、郵送による個人貸出（以下「郵送貸出」と
いう。）及び宅配（当該者の自宅に資料を配達し、及び当該資料を回収することをいう。）
による個人貸出（以下「宅配貸出」という。）を受けることができる。 
(１) 市内に住所を有する者 
(２) 高齢、身体の障がい等により来館が困難である者 

２ 郵送貸出又は宅配貸出を受けようとする者は、郵送貸出にあっては郵送貸出登録申込
書（別記第３号様式）、宅配貸出にあっては宅配サービス利用登録申込書（別記第４号様
式）に、前項各号に掲げる者であることを確認できる書類を添付して教育委員会に提出
し、登録を受けなければならない。 

３ 教育委員会は、第５条第３項に規定する個人貸出の登録を受けていない者について郵
送貸出又は宅配貸出の登録を行うときは、当該個人貸出の登録を同時に行い、カードを
交付するものとする。 

４ 第２項の規定により郵送貸出又は宅配貸出の登録を受けた者は、第１項の規定に該当
しなくなったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。 

 
（団体貸出） 
第７条 資料の団体への貸出し（以下「団体貸出」という。）を受けることができるものは、
市内の地域団体、職場団体、教育関係団体その他の団体で教育委員会が適当と認めるも
のとする。 

２ 団体貸出を受けようとするものは、団体貸出登録申込書（別記第５号様式）を教育委
員会に提出し、登録を受けなければならない。 

３ 団体貸出を受けた団体及びその代表者は、団体貸出を受けた資料に関する一切の責任
を負うものとする。 

 
（登録の取消し等） 
第８条 教育委員会は、個人貸出、郵送貸出、宅配貸出又は団体貸出（以下「個人貸出等」
という。）の登録を受けた者が２年間資料の貸出しを受けないときは、当該登録を取り消
すことができる。 

２ 教育委員会は、郵送貸出又は宅配貸出の登録を受けた者から第６条第４項の規定に基
づく届出があったとき、又は同条第１項各号のいずれかに該当しなくなったことが判明
したときは、当該登録を取り消すものとする。 

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、一定の期間資料の貸出し
を停止し、又は個人貸出等の登録を取り消すことができる。 
(１) 個人貸出等の登録について虚偽の申込みを行い、又はカードを他人に使用させる等
不正な行為をした者 
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(２) 第１０条に定める資料の貸出しを受けることができる期間（以下「貸出期間」とい
う。）経過後もなお当該貸出しを受けた資料を返却しない者 

 
（移動図書館車） 
第９条 教育委員会は、移動図書館車により、定期的に地域を巡回するものとする。 
２ 個人貸出の登録を受けた者は、移動図書館車の資料の貸出しを受けることができる。 

 
（貸出数及び貸出期間） 
第１０条 同時に貸出しを受けることができる資料の貸出数及び貸出期間は、別表のとお
りとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めるときは、同項に定める貸出数及び
貸出期間を超えて貸出しを受けることができる。 
 

（転貸の禁止） 
第１１条 資料の貸出しを受けた者は、当該資料を他人に転貸してはならない。 

 
（貸出しをしない資料） 
第１２条 次に掲げる資料は、教育委員会が特に認める場合を除き、貸出しを行わないも
のとする。 
(１) 教育委員会が指定する貴重図書及び特別図書 
(２) 辞書類及び参考図書 
(３) 教育委員会が指定する視聴覚資料 
(４) その他教育委員会が指定する資料 
 

（販売行為等の禁止） 
第１３条 図書館及び分館においては、物品の販売又は寄附金の募集その他これらに類す
る行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない 
 

（遵守事項） 
第１４条 図書館及び分館においては、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守ら
なければならない。 
(１) 施設内の清潔を保つこと。 
(２) 所定の場所以外で火気の使用若しくは喫煙又は飲食をしないこと。 
(３) 施設、附属設備又は資料を損傷し、又は滅失しないこと。 
(４) 施設内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 
(５) その他職員の指示に従うこと。 
 

（委任） 
第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
 
別表（第１０条関係） 
貸出しの区分 資料の種類 貸出数 貸出期間 

個人貸出 
資料（視聴覚資料を除く。以
下この表において同じ。） ２０ 

１４日間 

視聴覚資料 ２ ７日間 

郵送貸出 
資料 ２０ １月間 
視聴覚資料 ２ 

宅配貸出 
資料 ５ １４日間 

視聴覚資料 ２ 
団体貸出 資料及び視聴覚資料 ５００ ２月間 
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移動図書館車に
おける貸出し 

資料 ２０ 貸出しを受けた
日から次回の巡
回日まで 

視聴覚資料 ２ 

備 考 
 １ 貸出数には、現に貸出しを受けている資料の数を含むものとする。 
 ２ 貸出期間の末日が第３条に規定する休館日に当たるときは、貸出しを受けた日の次 

の日から当該休館日の後においてその日に最も近い日で休館日でない日までを貸出期 
間とする。  
 
（様式に関わる記載略） 

 
附 則  
１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行の日から平成１０年９月３０日までにおける第３条の適用については
同条第３号中「１２月３１日」とあるのは「４月１日から９月３０日まで及び１２月３
１日」とする。 

附 則（平成１１年教委規則第６号） 
この規則は、平成１１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１３年教委規則第９号） 
この規則は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年教委規則第１４号） 
この規則は、平成１５年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１５年教委規則第１５号） 
この規則は、平成１５年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１６年教委規則第４号） 
この規則は、平成１６年６月１日から施行する。 

附 則（平成１９年教委規則第２号） 
この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年教委規則第８号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年教委規則第１４号） 
この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年教委規則第８号） 
この規則は、平成２４年９月１日から施行する。 
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３．機構 (令和５年４月１日現在) 

 

 

 

 

 

                      

                     

                                          

 

 

 

 

 

 

４．職員 (令和５年４月１日現在) 

（ ）は司書有資格者数 

 参 事 

（館長兼務） 
市職員 

市職員 

（会計年度） 

事務補助 

市職員 

（会計年度） 

司書 

委託 
フルタイム 

委託 

パート 
計 

本  館 １（１） ３（２） １  12（8） 2（1） 19（12） 

大曲分館 
   

 2（2） 1 3（2） 

西の里公民館 

図書室 

   
 １（１） １ ２（1） 

西部小分室 
   

 １（１） １ ２（１） 

住民センター 

図書室 

   
 １（１） １（１） ２（２） 

学校図書ｾﾝﾀｰ 
 

 
 

１（１） 2（2） ３（３） 6（6） 

計 １（１） ３（２） １ １（１） 19（15） 9（5） 34（24） 

 

 教育委員会 文化課 
館長 

読書推進・管理担当 
(図書館) 

文化振興・管理担当 
（ホール） 

 

北広島市図書館 

大曲分館 
西の里公民館図書室 
西部小分室 
住民センター図書室 

 

図書館流通センター 

 教育部 

《窓口等業務委託》 

《学校図書センター業務委託》 
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５．令和５年度予算 

 

                                 （単位：千円） 

 令和４年度 
図書館運営費予算 

令和５年度 
図書館運営費予算 

内 訳 

１ 報酬 ３，４１０ ３，４６２ 図書館協議会委員報酬 
会計年度任用職員報酬 

３ 職員手当 ６９９ ６６９ 会計年度任用職員加算額 

４ 共済費 ６２２ ６４６ 会計年度任用職員 
社会保険料 

８ 報償費 １４ １４ 図書館利用モニター謝礼 

９ 旅費 １７５ １８６ 協議会委員費用弁償 
職員旅費 

11 需用費 １６，６２７ １６，００７ 図書購入費ほか 

12 役務費 ３，７４６ ４，００４ 日経テレコン 21 
ほかデータベース料 

13 委託料 ６４，８９９ ６４，８９４ 図書館窓口等業務委託ほか 

14 使用料及び賃借料 ８，１６９ ８，０１３ 図書館システム借上料 

19  負担金補助及び

交付金 ８７５ ８５１ フィールドネット交付金 
日本図書館協会ほか負担金 

27  公課費 ２９ ２９ 移動図書館車重量税 

 ９９，２６５ ９８，７７５  

 

 

令和５年度資料費内訳（需用費中）※装備代を含む  単位：千円 

新刊及びリクエスト １０，２２９ 

コーナー資料 １，７００ 

ＡＶ資料 ６００ 

雑誌購入（地区含む） １，３００ 

新聞購読料（地区含む） ７１４ 

継続図書（年鑑・白書等） ５７７ 

高齢者等図書宅配サービス資料 １００ 

合        計 １５，２２０ 

 

R０５年度 人口一人当たり資料費  ２６６円＝ １５，２２０千円÷５７，１６６人 （R05.3） 

R０４年度 人口一人当たり資料費  ２７６円＝ １５，８８０千円÷５７，５６６人 （R04.3） 

R０３年度 人口一人当たり資料費  ２７４円＝ １５，８８０千円÷５７，９９０人 （R03.3） 
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６．北広島市図書館の利用状況と分析 
 
Ａ．貸出について 
北広島市図書館利用状況表（令和５年３月末日）                                   単位 ： 冊 

  全 館 本 館 Ｂ Ｍ 大 曲 西の里 西 部 
住民 

センター 
中央 

公民館 
１０年度計 218,852 172,412 3,609 11,661 5,535 3,879 7,512 （14,244） 

１１年度計 429,466 340,082 8,914 31,890 15,700 8,036 13,797 11,047 

１２年度計 446,750 343,476 8,690 35,979 17,814 9,988 16,376 14,427 

１３年度計 463,162 349,962 8,071 42,734 20,144 10,321 17,408 14,522 

１４年度計 492,010 382,404 9,358 41,839 23,283 12,868 20,193 2,065 

１５年度計 495,896 389,026 9,433 42,216 21,457 11,409 22,355  

１６年度計 492,786 377,573 9,207 44,112 26,240 9,607 26,047  

１７年度計 478,381 363,910 9,602 40,640 27,828 10,351 26,050  

１８年度計 531,959 332,581 5,710 108,233 31,692 21,970 31,773  

１９年度計 534,831 315,592 8,003 114,520 36,372 24,386 35,958  

２０年度計 539,623 319,278 7,646 108,293 39,997 25,047 39,362  

２１年度計 543,185 322,489 6,858 107,223 43,098 21,882 41,635  

２２年度計 536,335 312,935 6,174 110,489 44,474 21,367 40,896  

２３年度計 542,189 311,217 5,708 114,414 47,157 22,160 41,533  

２４年度計 522,593 303,977 5,842 108,894 44,047 19,718 40,115  

２５年度計 514,230 300,249 5,889 107,133 43,794 18,389 38,776  

２６年度計 499,934 290,921 5,633 103,903 41,450 16,560 41,467  

２７年度計 511,742 295,331 6,130 107,101 44,592 19,454 39,134  

２８年度計 494,922 286,565 5,455 99,012 47,487 17,639 38,764  

２９年度計 487,999 282,236 4,215 101,432 47,692 15,020 37,404  

３０年度計 472,117 271,787 4,116 96,700 47,767 15,436 36,311  

令和元年度計 411,888 239,866 2,726 84,295 40,756 12,934 31,311  

  ２年度計 386,870 227,346 2,938 76,481 37,878 11,561 30,666  

３年度計 355,565 209,537 2,513 68,914 35,097 10,311 29,193  

令和４年４月 33,893 18,999 371 7,183 3,469 954 2,917 

 

５月 33,462 19,023 331 7,112 3,376 949 2,671 

６月 32,458 18,479 333 6,509 3,539 978 2,620 

７月 33,553 19,547 324 6,577 3,597 881 2,627 

８月 27,946 16,384 297 5,572 2,938 656 2,099 

９月 36,700 21,545 355 7,268 3,841 902 2,789 

１０月 36,857 21,718 317 7,434 3,797 934 2,657 

１１月 36,027 21,128 339 7,161 3,647 917 2,835 

１２月 32,252 18,373 263 6,465 3,640 863 2,648 

１月 33,717 19,174 257 6,798 3,589 955 2,944 

２月 31,870 18,174 294 6,291 3,430 951 2,730 

３月 33,942 19,569 286 6,866 3,415 960 2,846 

  計 402,677 232,113 3,767 81,236 42,278 10,900 32,383 

 昨年比 47,112 22,576 1,254 12,322 7,181 589 3,190 

        

 

※  人口一人あたり年間貸出冊数  ７．０４冊 ４０２，６７７冊 ÷５７，１６６人 ）（R05.3 人口） 

前年度６．１８冊から０．８６冊の増加 

ＣＨＥＣＫ ＰＯＩＮＴ 
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Ｂ．開館時間について 

 

  高齢者の利用が反映された形となり、午前中の利用が多い傾向に変化はない。11 時から

13 時、夕方 15 時から 18 時までの利用が増加している。 

 

時間帯別利用統計比較表（本館）                                                 単位：冊 

 本 館 9：30～ 10：00～ 11:00～ 12:00～ 13:00～ 14:00～ 15：00～ 16:00～ 17：00～ 

Ｒ４年度

計 
232,113 12,540 34,223 34,133 23,229 23,413 27,092 27,270 25,086 17,599 

100％ 5.4％ 14.7％ 14.7％ 10.0％ 10.1％ 11.7％ 11.7％ 10.8％ 7.6％ 

昨年比 － -0.1％ -0.9％ 0.2％ 0.2％ -0.5％ -0.4％ 0.3％ 0.8％ 0.4％ 

                                            

夜間開館利用状況表（本館） 
火曜・水曜・木曜 18：00～ 19：00～ 

Ｒ４年度計 
4,920 2,608 

2.1％ 1.1％ 

昨年比 0％ -0.1％ 

 

 

Ｃ．予約処理の動向 

 

スマートフォン・携帯電話からの受付を含むＷＥＢ予約総数は、３８，８０９件（５６．６％）

で全体の半数を超える状況となっている。 

 

予約受付件数  

 全  館 本  館 大  曲 西の里 西  部 住 セ ＢＭ 

Ｒ４年度 68,580 33,982 13,219 9,574 1,937 9,134 734 

※ 各館の件数には、ＷＥＢからの受取館に受付件数を含む 

 

予約受付別件数  

 総数 カウンター ＷＥＢ 

Ｒ４年度 ６８，５８０ ２９，７７１ ３８，８０９ 
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Ｄ．地区及び市外者の登録状況について 

 

令和４年度の登録者は１，０５２人増加。全登録者のうち７５．８％が市内在住者となっ

ている。 

  

令和４年度  利用者登録地区別統計表 

全登録者数 市内合計 ％ 市外合計 ％ 石狩管内 空知管内 他道内外 

４１，７７４人 ３１，６５３人 75.8％ １０,１２１人 24.2％ ７，６５６人 １，５１６人 ９４９人 

 東  部  ９，６５６ 
大  曲  ６，９９２ 
西の里  ３，１７７ 
西  部  １，８２５ 
団  地 １０，００３ 
 

   札幌市 ５，４９２ 
江別市   ４０２ 
恵庭市 １，２１４ 
千歳市   ５０９ 
石狩市    ２０ 
当別町     １３ 
新篠津村    ６ 
 

長沼町 ６３８ 
南幌町 ６９０ 
由仁町  ７３ 
栗山町  ３３ 
岩見沢市 ２５ 
ほ か   ５７ 

 

 

 

令和３年度  利用者登録地区別統計表 

全登録者数 市内合計 ％ 市外合計 ％ 石狩管内 空知管内 他道内外 

４０，７２２人 ３０，８９２人 75.9％ ９,８３０人 24.1％ ７，４２６人 １，４９６人 ９０８人 

 東  部  ９，４３０ 
大  曲  ６，７５５ 
西の里  ３，０８９ 
西  部  １，８１２ 
団  地  ９，８０６ 
 

   札幌市 ５，３４１ 
江別市   ３８４ 
恵庭市 １，１６７ 
千歳市   ４９６ 
石狩市    ２０ 
当別町     １３ 
新篠津村    ５ 
 

長沼町 ６２６ 
南幌町 ６８３ 
由仁町  ７３ 
栗山町  ３３ 
岩見沢市 ２４ 
ほ か   ５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 ３１，６５３人÷５７，１６６人（令和５年３月末人口）×１００＝市民登録率５５．４％ 

 

ＣＨＥＣＫ ＰＯＩＮＴ 
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Ｅ．ＡＶコーナーの利用 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、休止していた映画上映会を 8 月から第 1・第 3

水曜日の午前・午後の２回開催を再開。 

 

（１） 映像資料利用状況（ＡＶブース） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合計 

R ４ 157 195 181 164 144 192 218 200 146 116 178 207 2,098 

R ３ 187 29 0 0 0 0 155 170 162 138 152 162 1,155 

 
（２） インターネット端末利用状況  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合計 

R ４ 141 119 150 123 97 124 169 124 110 108 119 150 1,534 

R ３ 135 15 0 77 67 0 151 166 133 94 88 130 1,056 

 

 
（３）上映会 

 月 人数 タ  イ  ト  ル 

8月 25 紙屋悦子の青春／エベレスト 

9月 32 あなた、そこにいてくれますか／イージー・ライダー 

10月 57 レベッカ／男と女 人生最良の日々 

11月 40 マネーモンスター／シェフ 三ツ星フード・トラック 

12月 67 永い言い訳／ラスト・クリスマス 

1月 51 ザ・ウォーク／日の名残り 

2月 74 キャッツ／わたしの叔父さん 

3月 77 グレートウォール／マイ・ビューティフル・ガーデン 

合計 423 （１作品あたり26.4名参加） 
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Ｆ．高齢者等図書宅配サービス事業（夕やけ便） 

 

高齢者等図書宅配サービスの利用は、個人で継続している３名の利用があった。施設への宅配

サービスは月に一回実施。利用者の要望に応じた資料を提供できるようなサービスを維持し、継

続していく。 

 

（個人利用内訳）  

 Ｒ４ Ｒ３ Ｒ２ 

施設利用 ３名 ３名 ５名 

宅配回数 ７８回 ５４回 ９３回 

宅配冊数 ４９１冊 ３６８冊 ４７６冊 

大曲地区１名、団地地区１名、西部地区１名 

 

 

（施設利用内訳）  

 Ｒ４ Ｒ３ Ｒ２ 

施設利用 １施設 １施設 １施設 

宅配回数 １２回 １１回 １１回 

宅配冊数 ３６６冊 ３１４冊 ３５８冊 
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７．北広島市図書館の資料動向について 

 

Ａ．蔵書構成 

   

蔵書統計（令和５年３月３１日現在）                     単位 ： 冊  

分  野 一般書 児童書 雑  誌 合  計 

総記 5,451 382 

 

6,133 
哲学 6,550 680 7,230 
歴史 11,280 3,280 14,560 
社会科学 22,576 2,731 25,307 
自然科学 12,374 5,574 17,948 
技術・工学 21,833 2,150 23,893 
産業 6,202 1,281 7,483 
芸術 17,036 3,690 20,726 
言語 2,704 928 3,632 
文学 56,390 24,957 81,347 
文庫・新書 48,901 2,208 49,927 
紙芝居 0 2,011 2,011 
絵本 10 45,904 45,914 
マンガ 2,434 31 2,465 
旅へのとびらコーナー 5,262 179 5,441 
ヤングアダルト 4,331  4,331 
行政資料 4,341  4,341 
郷土 11,314 391 11,705 
参考図書 5,906 347 6,253 
雑誌   10,439 10,439 

合  計 244,895 97,024 10,439 352,358 

 

 

Ｂ．ＡＶ資料の動向（令和５年３月３１日現在） 

  

聴覚資料 Ｃ Ｄ 映像資料 ビデオ ＤＶＤ 

クラシック音楽 488 図書館 19 1 

ポピュラー音楽 1,471 教養 137 172 

純邦楽 66 シリーズ 387 289 

児童音楽 115 一般映画 626 684 

その他音楽 276 児童映画 187 143 

計 2,416 計 1,356 1,289 

その他資料 42 合  計 5,103 
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Ｃ．地区図書室への資料配置  

                                  単位 ： 冊 

 Ｒ４年度 Ｒ４一般書 Ｒ４児童書 Ｒ４雑誌 Ｒ３年度 Ｒ２年度 

大  曲 36,010 25,667 10,049 294 35,844 34,765 

西の里 12,034 7,984 3,926 124 11,499 11,312 

西  部 21,625 11,908 9,294 423 21,355 20,609 

住  セ 10,115 6,438 3,559 118 9,957 9,724 

合  計 79,784 51,997 26,828 959 78,655 76,410 

 

 

Ｄ．相互協力・相互貸借 

 

     相互貸借表（令和５年３月３１日現在） 

     依頼先  Ｒ４年度計 Ｒ３年度計 

道立図書館 
借受 ７４５冊 ７４８冊 

貸出 ８冊 ９冊 

石狩管内図書館 
借受 ３９４冊 ２８８冊 

貸出 １４２冊 １６８冊 

ほか道内外図書館 
借受 ３２５冊 ２９２冊 

貸出 ４８６冊 ５０２冊 

合  計 
借受 １，４６４冊 １，３２８冊 

貸出 ６３６冊 ６７９冊 
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８．北広島市図書館普及事業実績 
 

 フィールドネットへの交付金による読書まつりや古本ばくりっこなど恒例となっている事業を

はじめ、「市民のための市民による事業」は定着している。 

 

令和４年度 フィールドネット実施事業実績 

月 事業名（開催日） 内   容 参加人数等 

4 
こどもの読書週間期間展示事業 

こどもの読書週間期間に合わせて絵本を展示。幼稚園や保育

園に巡回している幼児絵本「小豆」のなかから展示 65 点 

7 
大曲おはなしフェスティバル 2022 

ゲストに人形劇団野良犬 PLUS を招き、人形劇鑑賞を大曲の

夢プラザを会場に開催 55 人 

映画上映会 ＡＶサロンでの映画上映会「嵐を呼ぶ男」を開催 18 人 

8 
小学生のためのおはなし会 

夏休みの小学生を対象として、本や紙芝居を使わずに、語り

のみでのおはなし会を開催 10 人 

9 
古本ばくりっこ 2022 

会場内の本と家庭から持参した本とを交換できる本のリサイ

クル事業開催 
1,273 人 

15,340 冊 
10 

第 43 回読書まつり 
「とんでけ本のたね」をテーマに開催。降矢ななさんの絵本

原画「まゆとおに」をギャラリーで開催 3,506 人 

11 第 12回北広島市図書館を使った調べ

る学習コンクール 
図書館の資料を活用した調べ学習を通して、生きる力や自ら

考える力を身につけることを目的としたコンクール 9 作品 

12 本と親しむ事業 小中学生を対象とした POP コンテストを開催 711 作品 

フロアワークボランティア養成講座 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、開催を中止 － 
2 

第 28 回ワッツおはなしまつり 
ゲストに橘春香さんを迎え、原画を見ながらのトークやおは

なし会を西部小学校を会場に開催 60 人 

3 
特別支援学級手づくり絵本事業 市内 3 校の特別支援学級児童による手づくり絵本を作成 25 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通  

 
 
年 

朗読資料提供サービス 市民からの要望による朗読サービス事業 15 件 

テレフォンリーディングサービス 電話による新聞代読サービス 538 件 

おはなしの会共催事業 定例で行われるおはなしの会の協力・実施 540 人 

キンダールーム事業（本館・大曲） 就園前の乳幼児を対象とした読み聞かせ 560 人 

翻訳絵本事業 図書館資料となる洋書絵本の翻訳 5 冊 

午後の朗読会 月に一度第 3 金曜日の午後に朗読会を開催 75 人 

本の修理事業 図書館所蔵資料や豆次郎の本の修理・補修 352 冊 

フィールドネット研修補助事業 
ボランティアが技術やレベルアップするために研修会等に参

加した際の補助 8 人 

読み聞かせ研修 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、開催を中止 － 

いいないいなこどもの絵本冊子作成

事業 
1～2 歳児を対象とした絵本リストの作成事業 52 点 

 
 

※ 北広島市図書館フィールドネットとは、北広島市図書館を拠点に活動するボランティア

団体のネットワークで、図書館と連携して様々な事業を主催する市民組織です。 
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９．雑誌・新聞リスト （令和５年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 誌　　　　　名 所蔵館 備考

1 ＡＥＲＡ 本館

2 葦牙 本館 寄贈

3 ａｌｐｈａ 本館

4 ａｎ・ａｎ 本館

5 安心 本館

6 ＆ premium 大曲

7 一個人 西の里

8 一枚の繪 本館

9 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓ 本館

10 潮 本館

11 美しいキモノ 本館

12 栄養と料理 本館

13 ＥＳＳＥ 本館・大曲・西部

14 ＮＨＫ　囲碁講座 本館

15 ＮＨＫ　きょうの健康 本館

16 ＮＨＫ　きょうの料理 本館・大曲

17 ＮＨＫ　きょうの料理ビギナーズ 住セ

18 ＮＨＫ　趣味の園芸 本館・西部

19 ＮＨＫ　すてきにハンドメイド 本館

20 ＮＨＫ　俳句 本館

21 園芸ガイド 大曲

22 オール読物 本館

23 ＣＡＲ ａｎｄ ＤＲＩＶＥＲ 本館

24 会報少林寺拳法 本館 寄贈

25 かがくのとも 本館

26 ＣＡＳＡ　ＢＲＵＴＵＳ 本館

27 学校図書館 本館

28 家庭画報 本館

29 からだにいいこと 本館

30 季刊　北方圏 本館 寄贈

31 キネマ旬報 本館

32 教育 本館

33 キルトジャパン 本館

34 クウネル 本館

35 クオリティ 本館

36 暮しの手帖 本館

37 クロワッサン 本館・住セ

38 芸術新潮 本館

39 月刊　ＩＳＭ 本館 寄贈

40 月刊　クーヨン 本館

41 月刊　サッカーマガジン 本館

42 月刊　社会教育 本館

43 月刊　ＮＥＷＳがわかる 本館

44 月刊　武道 本館 寄贈

45 月刊　ＭＯＥ 本館

46 原始林 本館 寄贈

47 現代詩手帖 本館

48 現代の図書館 本館

49 厚生の指標 本館

50 ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　 本館

No. 誌　　　　　名 所蔵館 備考

51 ｋｏｄｏｍｏｅ 本館

52 こどもとしょかん 本館

53 子どもと読書 本館

54 こどものとも 本館・西部

55 こどものとも０・１・２ 本館

56 こどものとも年少版 本館

57 こどものとも年中向 本館

58 辛夷 本館 寄贈

59 ゴルフダイジェスト 本館

60 財界さっぽろ 本館

61 サライ 本館

62 ＪａＺＺ　ＪＡＰＡＮ 本館

63 ＪＡＺＺ　ＬＩＦＥ 本館

64 ＪＴＢ時刻表 本館

65 週刊　朝日 本館

66 週刊　エコノミスト 本館

67 週刊　金曜日 本館

68 週刊　新刊全点案内 本館

69 週刊　新潮 本館

70 週刊　東洋経済 本館

71 週刊　プロレス 本館

72 週刊　文春 本館・西の里

73 週刊　ベースボール 本館

74 将棋世界 本館

75 小説　現代 本館

76 小説　新潮 本館

77 小説　ＮＯＮ 本館

78 新潮 本館

79 スキーグラフィック 本館

80 ＳＴＯＲＹ 西の里

81 すばる 本館

82 正論 本館

83 世界 本館

84 川柳さっぽろ 本館 寄贈

85 装苑 本館

86 Ｓｏ　Ｙｏｕ 本館 寄贈

87 ＴＩＭＥ 本館

88 ＤＩＭＥ 本館

89 旅と鉄道 本館

90 旅の手帖 本館

91 ダ・ヴィンチ 本館

92 短歌 本館

93 ダンスビュウ 本館

94 ちいさなかがくのとも 本館

95 致知 本館

96 中央公論 本館

97 壺 本館 寄贈

98 道 本館 寄贈

99 道新受験情報 本館・大曲

100 北海道時刻表 本館
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※ 大 曲 … 大曲分館 

                               西の里 … 西の里公民館図書室 

                               西 部 … 西部小分室 

                               住 セ … 住民センター図書室 

                              

                             

 １０．見学・視察者名簿 

 年 月 日 視  察  者  名 内  容 人 数 

令和４年    

６月９日 東広島市教育委員会 見学・調査 3 名 

               ※  敬称は略させていただきました。 

               ※  文書による依頼のあった方のみを掲載しています。 

No. 誌　　　　　名 所蔵館 備考

101 図書館雑誌 本館

102 図書館の学校 本館

103 NATIONAL GEOGRAPHIC 本館

104 Ｎｕｍｂｅｒ 本館

105 新墾 本館 寄贈

106 日経ＷＯＭＡＮ 本館

107 日経サイエンス 本館

108 日経ＴＲＥＮＤＹ 本館

109 日経パソコン 本館

110 日経ビジネス 本館

111 日経マネー 本館

112 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ日本版 本館

113 Ｎｅｗｔｏｎ 本館

114 ｎｏｎ・ｎｏ 本館

115 母の友 本館

116 ハルメク 本館・住セ

117 婦人公論 本館・住セ

118 婦人之友 本館

119 プレジデント 本館

120 文学界 本館

121 文藝春秋 本館・大曲・西の里・住セ

122 Ｂａｂｙ－ｍｏ 本館

123 Ｈｏ 大曲

124 保育のひろば 本館

125 ＶＯＩＣＥ 本館

126 法学セミナー 本館

127 法律時報 本館

128 北海道アララギ 本館 寄贈

129 北海道じゃらん 本館

130 北海道生活 本館 寄贈

131 ｐｏｒｏｃｏ 本館 寄贈

132 毎日が発見 本館

133 モーターマガジン 本館

134 山と渓谷 本館

135 ゆうゆう 住セ

136 ゆほびか 大曲

137 ラジオ深夜便 本館

138 ＬＥＥ 西部

139 旅行読売 本館

140 レコード芸術 本館

朝日新聞 本館・大曲

朝日新聞　縮刷版 本館

2 官報 本館

3 産経新聞　東京版 本館

4 ジャパンタイムズ 本館

5 週刊　読書人 本館

6 道新スポーツ 本館・大曲

7 日刊スポーツ 本館

8 日経ＭＪ（流通新聞） 本館

9 日本経済新聞 本館・大曲

10 日本農業新聞 本館 寄贈

北海道新聞 本館・大曲・西部

北海道新聞　縮刷版 本館

北海道新聞　ＤＶＤ版 本館

12 毎日新聞 本館

13 毎日小学生新聞 本館

14 読売新聞 本館

1

新　　　　聞　　　　等

11


